
 
 

 

 

桂坂あかしあ自治会 会則 

 

第 １ 章  総  則 
（名 称） 

第 １ 条 本自治会は桂坂あかしあ自治会（以下単に自治会という）と称する。 

事務所を京都市西京区大枝北沓掛町二丁目８番地の５の桂坂あかしあ自治会館に置く。 

（目 的） 

第 ２ 条（１）自治会は会員の相互の親睦、扶助を図り、思いやりと人間味に富んだ健全で明る

い居住地域づくりを目指す。 

    （２）自治会は「桂坂あかしあ地区建築協定書」（以下単に建築協定書という）を遵守し、 

公害のない緑豊かな居住環境づくりを目指す。 

    （３）自治会は桂坂学区自治連合会に加入し、共同して地域社会の発展に寄与する。 

（事 業） 

第 ３ 条 自治会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １．会員の親睦、健康、文化、福利の増進 

     ２．自治体、近隣団体との協調、協力 

     ３．環境保全 

     ４．その他前条の目的に合致した事業 

 

第 ２ 章  組  織 
（構 成）   

第 ４ 条 自治会は京都市西京区大枝北沓掛町二丁目２番地１から１０番地７に居住する住民で

構成する。 

（会 員） 

第 ５ 条（１）自治会の会員は第４条に該当する者をもって会員とする。 

    （２）加入世帯を単位会員と称する。 

（班および機関） 

第 ６ 条 自治会は運営を円滑に行うために別に定める班および班長ならびに機関を置く。 

 

第 ３ 章  機  関 
（機 関） 

第 ７ 条 自治会は次の機関を置く 

     １．総会   ２．班長会   ３．幹事会 

 

第 １ 節 総 会 

（性格および付議事項） 

第 ８ 条 総会は自治会の最高議決機関であり、次の事項を付議する。 

     １．会則の決定および改廃 

     ２．役員の選任および解任 

３．会費の決定および改定 



 
 

     ４．事業計画および事業報告 

     ５．予算および決算 

     ６．会員に共同利益にかかわる事項の決定および変更 

     但し、第２号の役員の補充については第１６条（２）の定めにより班長会で確認する。 

（開 催） 

第 ９ 条（１）定期総会は毎年１回原則として４月に開催する。 

    （２）会長が必要と判断した場合ならびに会員が総会定員の３分の２以上の同意を 

得て要請した場合は臨時総会を開催する。 

    （３）総会の招集は開催日の１０日前までに会長が行う。 

（成立および運営） 

第１０条（１）総会の定員は単位会員あたり１名とする。 

    （２）総会には委任出席が認められる。 

    （３）総会は委任出席を含め定員の過半数の出席をもって成立する。 

    （４）総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。 

    （５）総会の議長は原則として役員予定者から選出する。 

 

第 ２ 節 班長会および幹事会 

（班長会） 

第１１条（１）班長会は総会に次ぐ議決機関であり、総会議決事項の遂行、自治会運営の任にあ

たる。 

    （２）班長会は役員（会計監査と相談役は除く）と班長で構成する。但し班長について

は必要応じて家族の代理出席を認める。 

    （３）班長会は定員の過半数の出席をもって成立する。 

    （４）班長会の議決は合議制を原則とする。 

    （５）班長会は必要に応じて自治会長が召集する。 

（幹事会） 

第１２条（１）幹事会は自治会運営、行事、対外折衝等の基本計画の立案を行う。 

    （２）幹事会は会長、副会長と担当の委員をもって構成する。 

    （３）幹事会は必要に応じて会長が招集する。 

 

第 ４ 章 役員および特別委員 
（役員および特別委員） 

第１３条（１）自治会に次の役員を置く。 

      １．会長     １名 

      ２．副会長    ２名 

      ３．会計委員   １名 

      ４．総務委員   １名 

      ５．専門委員   若干名 

      ６．会計監査   ２名 

      ７．相談役    若干名 

    （２）自治会に特別委員を置く。 

（役員および特別委員の職務） 

第１４条（１）役員の職務は次の通りとする。 

      １．会長は自治会を代表し、自治会の業務を総括する。 



 
 

      ２．副会長は会長を補佐して自治会の業務を掌握し、会長に事故のあるときはその 

職務を代行する。 

      ３．会計委員は自治会会計を担当し、会計報告を行う。 

      ４．総務委員は自治会の各種会議録を作成する。 

      ５．専門委員は担当する職務の企画立案に当たる。 

      ６．会計監査は会計監査を行い、その報告を行う。 

      ７．相談役は自治会運営について役員の相談に応じ、支援協力する。 

    （２）特別委員は体育振興会、少年補導委員会等の役員等に就く。 

（班長、役員および特別委員の選出） 

第１５条（１）班長の選出は原則として順番制とするが、各班の話し合いで決定し、１名を選出

する。 

    （２）役員（但し、会計監査、相談役を除く）の選出は、立候補又は推薦を前提とし、

立候補又は推薦がない場合は、前年度の会長と副会長の班を除いた班長で抽選を

行い選出し、総会の承認を得るものとする。なお、会長、副会長を選出した班は、

班長を繰り上げ選出する。 

    （３）会計監査は、役員経験者の中から、相談役は前年度会長、副会長から班長会にお

いて適任者を推薦し、総会の承認を得るものとする。 

    （４）特別委員は班長会で推薦し、会長が委嘱する。 

（役員の任期） 

第１６条（１）役員の任期は定期総会から次期総会までの１年とする。 

    （２）役員に欠員が生じた場合は、班長会において当該班から後任者を補充することが

でき、その任期は原則として前任者の残任期間とする。 

       但し、会長の場合は第１４条１項第２号による。 

（役員の辞任） 

第１７条（１）会員資格を消失したとき。 

    （２）疾病等やむを得ぬ理由により任務が遂行できず、班長会の承認を得たとき。 

 

第 ５ 章  会  計 
（会 費） 

第１８条（１）自治会の運営に必要な資金は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 

    （２）会費は単位会員あたり月額８００円とし、６ヵ月単位で徴収する。 

    （３）会費の徴収は４月上旬と１０月上旬とし、単位会員の京都中央信用金庫の口座よ

り自治会会費口座に自動振替する。 

       年度途中で自治会を脱会された場合は、自治会費の返還はしないものとする。 

       自動振替できない場合、または会員が直接の集金を希望し、その旨を事前に申し

出た場合は、班長が集金を行い会計に届ける。 

    （４）単位会員ならびに自治会は原則として京都中央信用金庫に預金口座を設ける。 

（年度会計） 

第１９条 会計年度は４月１日より翌年３月３１日とする。 

（会計報告および監査） 

第２０条（１）会計委員は月次決算を行い、班長会に３ヵ月毎にその報告を行うとともに総会で

決算報告を行う。 

    （２）監査委員は６ヵ月毎に会計監査を行うとともに総会で会計監査報告を行う。 

 



 
 

第 ６ 章  住居環境保全 
（環境保全） 

第２１条（１）会員は建築協定書を遵守し、自ら居住する住宅の美観維持、有効緑地の確保を図

るとともに相互に協力して居住地域の環境保全、向上に努める。 

    （２）建築協定書に基づく建築協定委員会の役員は、会計監査を除いた自治会の役員全

員とし、委員長は自治会の会長が兼任する。 

    （３）委員長は必要に応じ、自治会役員の過半数の承諾を得て、自治会役員以外の専  

門知識を持った役員を置くことができる。 

 

第 ７ 章  付  則 
（集会所） 

第２２条 集会所の利用ならびに管理については別に定める集会所管理規程による。 

（備え付け帳簿） 

第２３条 自治会に次の書類を置く。 

     １．自治会会則 

     ２．自治会員ならびに役員名簿 

     ３．会計簿 

     ４．会議録その他必要な書類 

（弔慰規程） 

第２４条 会員が死亡した場合は弔慰金１０，０００円を供える。なお会員の申し出により自治

会は葬儀の手伝いをする。 

（会則の改正） 

第２５条 この会則は、総会において出席会員の過半数の賛成を得なければ変更することが出来

ない。 

（実施） 

第２６条 この会則は１９８９年１１月２６日より施行する。 

     １９９１年４月１４日 一部改定実施する。（第１、１３、１４、１５条） 

     １９９４年４月 ３日 一部改定実施する。（第１８条第２項） 

     ２０００年４月 ２日 一部改定実施する。（第１５条、１６条） 

     ２００３年４月 ６日 一部改定実施する。（第１５条、１６条） 

     ２００７年４月 １日 一部改定実施する。（第１５条、１８条、２４条） 

     ２００８年４月 ６日 一部改定実施する。（第１８条） 

     ２００９年４月 ５日 一部改定実施する。（第２１条） 

     ２０１０年４月 ４日 一部改定実施する。（第 2、6、11、13、14、15、21 条、他に

運営委員会→班長会 自治会長→会長 自治副会長→副会長）  

     ２０１４年４月 ６日 一部改定実施する。（第２０条） 

          ２０２０年４月 ５日 一部改定実施する。（第１８条） 

      


